
別紙様式２－３（個票（６月以降）） 提出先 岡山県

全サービス
令和８年６月から新たに処遇
改善加算の対象となるサー

ビス
13

158,566,200 1,996,300 円 26

50,406,150 円 0

○ ○ ○ ○ ○

②・③キャリアパス
要件Ⅰ・Ⅱ

④キャリアパス要
件Ⅲ

⑥キャリアパス要
件Ⅴ

⑦令和８年度
特例要件

都道
府県

市区
町村

処遇改善加
算Ⅳ相当の
加算額の見

込額の
１／２

月額賃金要件
Ⅰを満たす

任用要件・賃金体
系の整備等、研修

の実施等

昇給の仕組みの
整備等

改善後の賃金
要件（年額440万円

以上）を満たす職
員数を記載

改善後の
賃金要件を

満たす職員は
０人であって、
令和８年度
特例要件

は満たす／誓約す
る

介護福祉士等の
配置要件の状況
が分かる加算の

算定状況

生産性向上や協働
化に係る取組を実

施

1 岡山県 岡山県 井原市
特別養護老人ホーム
きのこ荘

介護老人福祉施設 2,970,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 17.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 52,272,000 16,780,500 ○ ○ ○ 3 日常生活継続支
援加算Ⅰ又はⅡ

社会福祉連携推
進法人に所属

2 岡山県 岡山県 井原市
きのこ短期入所生活
介護事業所

短期入所生活介護 37,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 17.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 651,200 209,050 ○ ○ ○ 0
その他（小規
模等により適

用除外）

併設本体施設に
おいて処遇改善
加算Ⅰの届出あ

り

社会福祉連携推
進法人に所属

3 岡山県 岡山県 井原市
きのこ短期入所生活
介護事業所

介護予防短期入所
生活介護 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 17.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

併設本体施設に
おいて処遇改善
加算Ⅰの届出あ

り

社会福祉連携推
進法人に所属

4 井原市 岡山県 井原市 きのこ倶楽部
小規模多機能型居
宅介護 393,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 18.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 7,309,800 2,515,200 ○ ○ ○ 2 サービス提供体

制強化加算Ⅰ
社会福祉連携推
進法人に所属

5 井原市 岡山県 井原市 きのこ倶楽部
介護予防小規模多
機能型居宅介護 33,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 18.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 613,800 211,200 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体
制強化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

6 井原市 岡山県 井原市 きのこのデイ
認知症対応型通所
介護 204,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 23.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 4,814,400 1,601,400 ○ ○ ○ 2 サービス提供体

制強化加算Ⅰ
社会福祉連携推
進法人に所属

7 井原市 岡山県 井原市 きのこのデイ
介護予防認知症対
応型通所介護 9,300 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 23.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 219,500 73,000 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体
制強化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

8 岡山県 岡山県 笠岡市 きのこ老人保健施設 介護老人保健施設 2,493,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 9.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 24,182,100 7,354,350 ○ ○ ○ 9 サービス提供体制強
化加算Ⅱ

社会福祉連携推
進法人に所属

9 岡山県 岡山県 笠岡市 きのこ老人保健施設
短期入所療養介護
（老健） 2,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 9.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 19,400 5,900 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅱ

社会福祉連携推
進法人に所属

10 岡山県 岡山県 笠岡市 きのこ老人保健施設
介護予防短期入所
療養介護（老健） 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 9.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅱ

社会福祉連携推
進法人に所属

11 岡山県 岡山県 笠岡市 きのこ老人保健施設
通所リハビリテー
ション 219,100 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 11.1% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 2,432,000 766,850 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

法人名 社会福祉法人　新生寿会

⑤キャリアパス要件Ⅳについて（「令和８年度の算定予定」について）

従来から処遇改善加算の対
象となっていたサービス

処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの算定を届け出た事業所数
（短期入所・予防・総合事業での重複除く）

改善後の賃金要件を満たす職員は０人であって、令和８年度特例要件は満たす事業所数

156,569,900 改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数

50,406,150

 処遇改善加算（見込額）の合計［円］
　（別紙様式2-1 2　①の内数）

　うち、処遇改善加算Ⅳ相当の１／２（見込額）の合計［円］
  （別紙様式2-1 3(1)①の内数）

合計

○ ○

介護保険
事業所番

号

指定権者
名

事業所の所在地

事業所名 サービス名

一月あたり介
護報酬総単位
数（処遇改善
加算を除く）

[単位]
(a)

１単位
あたりの
単価[円]

(b) 記入上の注意

3370700183

3370700159

3370700159

3390700163

3370700126

令和８年６月以降に
算定する処遇改善加

算の区分

加
算
率
(c)

算定対象月
(d)

※通常は令和８年６月から令和９年３月

処遇改善加算
の

見込額[円]
(a×b×c×d)

①月額賃金要件 ⑤キャリアパス要件Ⅳ

3390700163

3370700126

3350580068

3350580068

3350580068

3350580068

【記入上の注意】

・ のセルは必ず入力してください。空欄がある場合は不備となります。オレンジ色



②・③キャリアパス
要件Ⅰ・Ⅱ

④キャリアパス要
件Ⅲ

⑥キャリアパス要
件Ⅴ

⑦令和８年度
特例要件

都道
府県

市区
町村

処遇改善加
算Ⅳ相当の
加算額の見

込額の
１／２

月額賃金要件
Ⅰを満たす

任用要件・賃金体
系の整備等、研修

の実施等

昇給の仕組みの
整備等

改善後の賃金
要件（年額440万円

以上）を満たす職
員数を記載

改善後の
賃金要件を

満たす職員は
０人であって、
令和８年度
特例要件

は満たす／誓約す
る

介護福祉士等の
配置要件の状況
が分かる加算の

算定状況

生産性向上や協働
化に係る取組を実

施

介護保険
事業所番

号

指定権者
名

事業所の所在地

事業所名 サービス名

一月あたり介
護報酬総単位
数（処遇改善
加算を除く）

[単位]
(a)

１単位
あたりの
単価[円]

(b) 記入上の注意

令和８年６月以降に
算定する処遇改善加

算の区分

加
算
率
(c)

算定対象月
(d)

※通常は令和８年６月から令和９年３月

処遇改善加算
の

見込額[円]
(a×b×c×d)

①月額賃金要件 ⑤キャリアパス要件Ⅳ

12 岡山県 岡山県 笠岡市 きのこ老人保健施設
介護予防通所リハ
ビリテーション 36,900 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 11.1% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 409,600 129,150 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

13 笠岡市 岡山県 笠岡市 グループホーム新賀
認知症対応型共同
生活介護 229,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 22.8% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 5,221,200 1,706,050 ○ ○ ○ 1 サービス提供体制強

化加算Ⅰ
社会福祉連携推
進法人に所属

14 笠岡市 岡山県 笠岡市 グループホーム新賀
介護予防認知症対
応型共同生活介護 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 22.8% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

15 笠岡市 岡山県 笠岡市
グループホーム新賀
Ⅱ（きのこのき）

認知症対応型共同
生活介護 241,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 22.8% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 5,494,800 1,795,450 ○ ○ ○ 1 サービス提供体制強

化加算Ⅰ
社会福祉連携推
進法人に所属

16 笠岡市 岡山県 笠岡市
グループホーム新賀
Ⅱ（きのこのき）

介護予防認知症対
応型共同生活介護 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 22.8% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

17 岡山県 岡山県 井原市
西部いこいの里短期
入所生活介護事業所

短期入所生活介護 821,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 17.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 14,449,600 4,638,650 ○ ○ ○ 2 サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

18 岡山県 岡山県 井原市
西部いこいの里短期
入所生活介護事業所

介護予防短期入所
生活介護 13,500 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 17.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 237,600 76,300 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

併設本体施設におい
て処遇改善加算Ⅰの

届出あり

社会福祉連携推
進法人に所属

19 岡山県 岡山県 井原市
西部いこいの里通所
介護事業所

通所介護 462,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 12.0% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 5,544,000 1,917,300 ○ ○ ○ 2 サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

20 井原市 岡山県 井原市
西部いこいの里通所
介護事業所

通所型サービス（独
自）（19人未満） 9,400 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 12.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 119,400 41,850 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

21 井原市 岡山県 井原市
西部いこいの里通所
介護事業所

通所型サービス（独
自／定率）（19人未
満）

10.00 処遇改善加算Ⅰロ 12.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） ○ ○ 0
その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

22 井原市 岡山県 井原市
西部いこいの里通所
介護事業所

認知症対応型通所
介護 221,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 23.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 5,215,600 1,734,850 ○ ○ ○ 2 サービス提供体制強

化加算Ⅱ
社会福祉連携推
進法人に所属

23 井原市 岡山県 井原市
西部いこいの里通所
介護事業所

介護予防認知症対
応型通所介護 13,800 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 23.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 325,700 108,350 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅱ

社会福祉連携推
進法人に所属

24 笠岡市 岡山県 井原市
西部いこいの里通所
介護事業所

認知症対応型通所
介護 24,400 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 23.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 575,800 191,550 ○ ○ ○ 2 サービス提供体制強

化加算Ⅱ
社会福祉連携推
進法人に所属

3370500294

3370500294

3370500377

3370500377

3370700092

3370700092

3350580068

3370700100

3370700100

3370700100

3370700100

3370700100

3370700100



②・③キャリアパス
要件Ⅰ・Ⅱ

④キャリアパス要
件Ⅲ

⑥キャリアパス要
件Ⅴ

⑦令和８年度
特例要件

都道
府県

市区
町村

処遇改善加
算Ⅳ相当の
加算額の見

込額の
１／２

月額賃金要件
Ⅰを満たす

任用要件・賃金体
系の整備等、研修

の実施等

昇給の仕組みの
整備等

改善後の賃金
要件（年額440万円

以上）を満たす職
員数を記載

改善後の
賃金要件を

満たす職員は
０人であって、
令和８年度
特例要件

は満たす／誓約す
る

介護福祉士等の
配置要件の状況
が分かる加算の

算定状況

生産性向上や協働
化に係る取組を実

施

介護保険
事業所番

号

指定権者
名

事業所の所在地

事業所名 サービス名

一月あたり介
護報酬総単位
数（処遇改善
加算を除く）

[単位]
(a)

１単位
あたりの
単価[円]

(b) 記入上の注意

令和８年６月以降に
算定する処遇改善加

算の区分

加
算
率
(c)

算定対象月
(d)

※通常は令和８年６月から令和９年３月

処遇改善加算
の

見込額[円]
(a×b×c×d)

①月額賃金要件 ⑤キャリアパス要件Ⅳ

25 笠岡市 岡山県 井原市
西部いこいの里通所
介護事業所

介護予防認知症対
応型通所介護 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 23.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅱ

社会福祉連携推
進法人に所属

26 岡山県 岡山県 井原市
西部いこいの里訪問
介護事業所

訪問介護 171,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 28.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 4,907,700 1,453,500 ○ ○ ○ 0
その他（小規
模等により適

用除外）
特定事業所加算Ⅱ

社会福祉連携推
進法人に所属

27 井原市 岡山県 井原市
西部いこいの里訪問
介護事業所

訪問型サービス（独
自） 16,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 28.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 459,200 136,000 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

併設本体事業所にお
いて処遇改善加算Ⅰ

の届出あり

社会福祉連携推
進法人に所属

28 笠岡市 岡山県 井原市
西部いこいの里訪問
介護事業所

訪問型サービス（独
自） 4,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 28.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 114,800 34,000 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

併設本体事業所にお
いて処遇改善加算Ⅰ

の届出あり

社会福祉連携推
進法人に所属

29 岡山県 岡山県 総社市
総社市山手福祉セン
ター短期入所生活介
護事業所

短期入所生活介護 434,700 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 17.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 7,650,700 2,456,050 ○ ○ ○ 1 サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

30 岡山県 岡山県 総社市
総社市山手福祉セン
ター短期入所生活介
護事業所

介護予防短期入所
生活介護 21,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 17.6% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 369,600 118,650 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

31 岡山県 岡山県 総社市
総社市山手福祉セン
ター通所介護事業所

通所介護 640,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 12.0% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 7,680,000 2,656,000 ○ ○ ○ 1 サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

32 総社市 岡山県 総社市
総社市山手福祉セン
ター通所介護事業所

通所型サービス（独
自）（19人以上） 220,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 12.0% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 2,640,000 913,000 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

サービス提供体制強
化加算Ⅰ

社会福祉連携推
進法人に所属

33 岡山県 岡山県 総社市
総社市山手福祉セン
ター訪問介護事業所

訪問介護 57,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 28.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 1,635,900 484,500 ○ ○ ○ 1 特定事業所加算Ⅱ
社会福祉連携推
進法人に所属

34 総社市 岡山県 総社市
総社市山手福祉セン
ター訪問介護事業所

訪問型サービス（独
自） 35,000 10.00 処遇改善加算Ⅰロ 28.7% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 1,004,500 297,500 ○ ○ ○ 0

その他（小規
模等により適

用除外）

特定事業所加算Ⅰ又
はⅡに準じる市町村

独自の加算

社会福祉連携推
進法人に所属

35 井原市 岡山県 井原市
きのこセイモン居宅介
護支援事業所

居宅介護支援 170,000 10.00 処遇改善加算 2.1% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 357,000 0 ○

36 笠岡市 岡山県 笠岡市
きのこ老健居宅介護
支援事業所

居宅介護支援 170,000 10.00 処遇改善加算 2.1% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 357,000 0 ○

37 井原市 岡山県 井原市
西部いこいの里居宅
介護支援事業所

居宅介護支援 230,000 10.00 処遇改善加算 2.1% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 483,000 0 ○

3370700100

3370700084

3370700084

3370700084

3372600126

3372600126

3370700118

3372600134

3372600134

3372600142

3372600142

3370700662

3370500971



②・③キャリアパス
要件Ⅰ・Ⅱ

④キャリアパス要
件Ⅲ

⑥キャリアパス要
件Ⅴ

⑦令和８年度
特例要件

都道
府県

市区
町村

処遇改善加
算Ⅳ相当の
加算額の見

込額の
１／２

月額賃金要件
Ⅰを満たす

任用要件・賃金体
系の整備等、研修

の実施等

昇給の仕組みの
整備等

改善後の賃金
要件（年額440万円

以上）を満たす職
員数を記載

改善後の
賃金要件を

満たす職員は
０人であって、
令和８年度
特例要件

は満たす／誓約す
る

介護福祉士等の
配置要件の状況
が分かる加算の

算定状況

生産性向上や協働
化に係る取組を実

施

介護保険
事業所番

号

指定権者
名

事業所の所在地

事業所名 サービス名

一月あたり介
護報酬総単位
数（処遇改善
加算を除く）

[単位]
(a)

１単位
あたりの
単価[円]

(b) 記入上の注意

令和８年６月以降に
算定する処遇改善加

算の区分

加
算
率
(c)

算定対象月
(d)

※通常は令和８年６月から令和９年３月

処遇改善加算
の

見込額[円]
(a×b×c×d)

①月額賃金要件 ⑤キャリアパス要件Ⅳ

38 総社市 岡山県 総社市
総社市山手福祉セン
ター居宅介護支援事
業所

居宅介護支援 310,000 10.00 処遇改善加算 2.1% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 651,000 0 ○

39 総社市 岡山県 総社市
総社市山手福祉セン
ター居宅介護支援事
業所

介護予防支援 1,600 10.00 処遇改善加算 2.1% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 3,400 0 ○

40 総社市 岡山県 総社市
総社市東部南地域包
括支援センター

介護予防支援 55,000 10.00 処遇改善加算 2.1% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 115,500 0 ○

41 総社市 岡山県 総社市
総社市東部南地域包
括支援センター

介護予防ケアマネ
ジメント 14,000 10.00 処遇改善加算 2.1% 令和 8 年 6 月～令和 9 年 3 月 （ 10 ヶ月） 29,400 0 ○

42 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

43 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

44 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

45 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

46 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

47 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

48 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

49 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

50 令和 年 月～令和 年 月 （ ヶ月）

3372600118

3300800053

3300800053

3300800053


